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令和２年度第 1 回交野市放課後児童会運営委員会 会議録 

 

日 時  令和２年９月１８日（金）午後 7時開会 

 

場 所  青年の家 2 階 会議室 

 

出席委員 江田会長、有山副会長、田村委員、田岡委員、中西委員、平田委員、 

     長谷川委員、髙亀委員、井上委員、山口委員、鈴木委員、吉本委員、 

     川村委員、和久田委員 

 

事務局  北田教育長、竹田生涯学習推進部長、本多生涯学習推進部次長、 

     木村青少年育成課課長、岡本青少年育成課課長代理、中島係長、大末、 

乾口、伊藤 

 

傍聴者  なし 

 

【内 容】 

１ 開会 

 

２ 委嘱状交付 

 

３ 教育長あいさつ 

 

４ 会長あいさつ 

 

５ 委員紹介 

 

６ 職員紹介 

 

７ 案件 

（１）監事の選出について 

    委員の互選により、髙亀委員を選出 

（２）放課後児童健全育成事業の概要及び令和元年度放課後児童会事業報告について 

（3）令和元年度放課後児童会育成活動費決算報告について 

（4）令和２年度放課後児童会入会状況について 

（5）新型コロナウイルス感染症拡大防止における放課後児童会の対応について 

（6）その他 

８ 閉会 午後７時４０分 
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事務局  それではこれより案件に移りたいと思います。会則第６条により、議長 

    は会長が務めることになっておりますので、江田会長よろしくお願い致し          

     ます。 

 

会 長  それでは進めさせていただきたいと思います。では議事に移る前に本日の 

    委員の出席状況について事務局に報告を求めます。よろしくお願いします。 

 

事務局  本日の委員の出席状況は委員１７名中１４名の出席で過半数を超えてお

りますので本運営委員会が成立していることをご報告致します。 

 

会 長  はい。それでは次に、交野市会議の公開に関する指針というものがありま

して、公開としておりますが、本日傍聴希望者がいないということですので

このまま運営委員会を続けさせていただきたいと思います。 

     まず案件１の「監事の選出について」事務局の方から説明をお願いします。 

 

事務局  はい。委員の変更により、現在監事が１名不足となっております。そのた

め案件として今回提出させていただきました。 

 

会 長  はい。会則第５条第２項に基づき、役員の選出は委員の互選となっており

ます。立候補又は推薦していただける方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

委 員  前監事は父母会より選出されておりますので後任の髙亀さんを推薦しま

す。 

 

会 長  いかがでしょうか。 

 

    ＜ 「異議なし」の声 ＞  

    

会 長  よろしいですか。他に無いようですので、父母会会長の髙亀さんにお願い 

    したいと思います。よろしくお願いします。 

 

委 員  よろしくお願い致します。 

 

会  長  それでは続きまして案件２です。「放課後児童健全育成事業の概要及び令

和元年度放課後児童会事業報告について」を議題と致します。事務局より説

明をお願いします。 

 

事務局  はい、放課後児童健全育成事業の概要及び令和元年度放課後児童会事業報
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告について説明させていただきます。尚、今回委員になられた方もいらっし

ゃいますので、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、まずは事業の内容

についてご説明させていただきます。ではお手元の資料１、2019 年度交野

市放課後児童会入会要領をご覧ください。こちらは保護者の方にも配布して

いる資料となります。 

入会要領１ページ目右上の１．放課後児童会の趣旨にあるように、放課後

児童会とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない市内在住の児童に対し、

放課後の安全を確保し、児童の健全な育成を助長するために市が行っている

事業です。対象は、要領の２．入会資格にあるように、市内在住の小学 1年

生から 6年生までの児童で、保護者が労働等の事由により、放課後にその保  

護を受けられない児童を対象として、受け入れております。令和元年 5月時

点では、全児童会で定員 890名の内、878 名の受入れを行いました。 

児童会の開会日及び時間については、要領の３．児童会の開会日及び時間

にあるように、月曜日から金曜日までは午後 1時から午後 6時 30分まで、

小学校の短縮授業日は、授業終了後から午後 6時 30分まで、土曜日及び夏

休みを含む小学校の休業日は午前 8 時 30 分から午後 6 時 30 分まで開会

しております。また、午前 8 時から 8 時 30 分の 30 分間は、シルバー人

材センターと委託契約を交わし、早朝対応の受入れを行っています。 

２ページ目に移りまして児童会は、要領の５．開設児童会一覧表にあるよ

うに、市内小学校 10 校に対し、12 児童会で運営を行っております。交野

小学校及び郡津小学校は児童数が多いことから、分室を設けております。 

また、12児童会のうち、郡津児童会分室のみ学校敷地外で運営しており、

ほか 11児童会は小学校の敷地内施設または余裕教室を使用しています。 

３ページに移りまして、放課後児童会の費用について説明させていただき

ます。費用には要領の７．会費及び要領の８．育成活動費と 2種類あります。

会費は市の歳入となり、月額 5,000 円、育成活動費は、おやつ代及び教材

費等で児童の実費負担金として、3,010円、計8,010円を徴収しています。     

また、会費についてのみ、減免制度を設けております。また、交野市放課後

児童会は、厚生労働省が定める「放課後児童クラブ運営指針」に基づいて、

運営しています。本日お渡ししました、参考資料の２１ページに添付してい

ますが、児童福祉法に規定されていますとおり、交野市でも「交野市放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」を定めていま

す。同 23ページ第 10条 4項で、児童数の規模を表す「支援の単位」とし

て、概ね児童数 40名以下に対し、支援員を 2名以上配置することが定めら

れています。そのため、各児童会の在籍児童数に応じて指導員を 2～4名配

置、ほかに、人数加配、障がい児加配のアルバイト指導員等を配置し、運営

を行っております。 

続きまして、令和元年度放課後児童会における事業報告をさせていただき

ます。平成30年度の事業の継続ですので、口頭で説明させていただきます。 
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令和元年度に取り組んだ主な内容として２点ございます。 

まず 1点目は、「早朝対応業務」の継続です。長期休業期間、土曜日及び

代休日において実施し、12児童会で合計年間 93日実施しました。今年度

も継続して行っています。 

２点目は、指導員研修の開催及び派遣についてです。新規事業ではござ

いませんが、先ほどの「交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例」の第 8条 2項に基づいて、指導員研修を行いま

した。指導内容の充実及び指導者としての資質向上を図るため、市主催で

年８回、市外研修では子ども読書活動支援講習会を 3 名が受講、読み聞か

せサポーター講座を 3 名が受講、公的な認定資格である大阪府放課後児童

支援員認定資格研修を 9名が受講しました。 

 これを持ちまして、案件２の放課後児童健全育成事業の概要及び令和元

年度放課後児童会事業報告は以上とさせていただきます。 

 

会 長   ありがとうございました。ただいまの説明に対してご意見、ご質問等が 

     ございましたら、お名前を言っていただいてから発言をお願いしたいと思

います。 

 

委 員   髙亀です。指導員研修に行かれているとのことなんですが、行っている 

     メンバーというのは各児童会で１人代表者を出すというかたちで色々な児

童会から研修に参加されているのか、意識の高い指導員さんが自己研鑽で

参加されているのかということを教えていただけますか。    

 

会 長    いかがでしょうか。 

 

事務局    支援員認定資格研修というのは、平成２７年度から順に受けておりまし

て支援員になるのに必要な資格となっております。今質問をしていただい

たんですけれども、まず大阪府から交野市の枠が決められておりまして、

そこから長く指導員さんとして働いている方から順番にこちらで選択して

受講していただいております。 

 

会 長   はい。よろしいですか。 

 

委 員   はい。ありがとうございます。 

 

会 長    経験順となっております。他よろしいでしょうか。ないようですので、

案件２の「放課後児童健全育成事業の概要及び令和元年度放課後児童会事

業報告について」の審議を終わります。続きまして、案件３「令和元年度

放課後児童会育成活動費決算報告」について審議したいと思います。事務
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局より説明をお願いします。 

 

事務局  はい。案件 3 の令和元年度放課後児童会育成活動費決算報告について説明

させていただきます。お手元の資料 2 の育成活動費決算資料をご覧くださ

い。まず始めに、表の見方について簡単に説明させていただきます。資料

２の表紙をめくっていただきまして A３資料の２枚目が、育成活動費収支

総括表の見方を示した資料となっております。 

なお、本来なら12児童会の収支明細表をつけるべきではございますが、

資料が膨大となるため、割愛させていただきました。ご覧になられる方は

事務局で用意しておりますので、会議後にお声掛けください。 

まず、2ページ目の総括表見方の表の一番左の上、入会人数については、

年間の在籍児童総数を示しております。次に、その横の納入人数について

は、育成活動費を納入した人数を示しております。その右側の収入合計は

育成活動費徴収額に前年度繰越額及び利息を加えた金額です。次におやつ

代、行事・教材費の収入及び支出について説明します。育成活動費 3,000

円の内訳として、おやつ代は 1人につき月額 2,100円、行事・教材費は 1

人につき月額 900円と振り分けています。おやつ代、行事・教材費に分け

て、それぞれ前年度繰越額、収入、支出及び次年度繰越額を出しています。

②の支出合計に、おやつ代と行事・教材費、の支出合計額を反映させてい

ます。その横の収支額は収入合計から支出合計を差し引いたものです。そ

の横③の土曜日保育おやつ代等調整とは、父母会費、他児童会おやつ代、

流用額等の合計から利息を除いたものです。次年度繰越計に、収支額及び

土曜日保育おやつ代等調整を加えたものを反映しております。 

ここまでで、ご不明な点等ございませんでしょか。 

 

会 長   いかがでしょうか。ご質問等よろしいでしょうか。 

     それでは続けてお願いします。 

 

事務局   表の説明が終わりましたので、続いて決算報告をさせていただきます。

１ページ戻っていただきまして育成活動費収支総括表をご覧ください。1

番上の交野児童会を読み上げて参りますのでご確認をお願いします。 

児童会入会人数 989 名の内、納入人数 989名であることから、全員納

入していることがわかります。育成活動費徴収額 296 万 7,000 円、それ

に前年度繰越額101万2,482円及び利息 6円を加えて、収入合計は397

万 9,488 円になります。おやつ代の支出額 226 万 64 円、行事・教材費

支出額 81 万 4,217 円で支出合計が 307 万 4,281 円、収支額は収入合

計額である397万9,488円から支出合計額である307万4,281円を差

し引いた 90 万 5,207 円であり、この額に土曜日保育おやつ代等調整の

3,780円を加え、次年度繰越額は 90 万 8,987円になります。 
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各児童会の収支明細についての読み上げは割愛させていただきまして、 

合計については、児童会入会人数が 9,619 名、活動費納入人数 9,619名、

育成活動費徴収額 2,885 万 7,000 円、収入合計が 3,616 万 7,885 円、

おやつ代と行事教材費を併せて支出合計が 2,936 万 1,638 円、次年度繰

越計が 722 万 7,124円となります。 

総収入額が、左下の表に反映されていますので、ご覧ください。育成活

動費及び利息収入合計3,616万7,885円、うち前年度繰越額731万841

円を含み、この額に父母会費等収入合計額 42万 877円を加え、総収入累

計額は 3,658 万 8,762 円になります。その右横の表をご覧ください。総

収入額は 3,658 万 8,762 円、総支出累計額は支出合計額にあるとおり、

2,936 万 1,638 円、収支差額は 722 万 7,124 円、執行率は 80.2％で

す。単年度収入については、総収入額から前年度繰越額を差し引いた 2,927

万 7,921 円、総支出累計額は先ほど申し上げた 2,936 万 1,638 円、収

支差額は－8 万 3,717円、単年度での執行率は 100.3％です。 

以上で令和元年度放課後児童会育成活動費決算報告とさせていただきま

す。 

 

会 長   はい、ありがとうございました。続いて監査結果の報告を監事の鈴木委

員からお願いしたいと思います。 

          

委 員    こんばんは。監事の鈴木です。よろしくお願いします。 

      それでは令和元年度放課後児童会育成活動費の決算監査報告を致します。 

      令和２年９月 1日に、交野市放課後児童会運営委員会会則第５条第５項 

     に基づく監査を実施しました。 

      令和元年度交野市放課後児童会育成活動費の決算書及び関係帳簿等につ

いて、計数は正確であり適正に処理されていることを確認しました。 

 

会 長   ありがとうございました。ただ今の事務局の説明をふまえまして、ご意 

     見、ご質問等ございますでしょうか。なければ会長自らが質問させていた

だきたいのですが、Ａ３の書類の下の左側の父母会収入とあるんですけれ

ども、これはどういうお金なんでしょうか。下の左ですね。 

 

事務局   はい。お答えさせていただきます。父母会費等収入とは父母会の方から

援助金を頂いたり、今土曜日保育が拠点開催を行っておりまして複数の児

童会から児童が来られるんですけれども開会していない、拠点ではない児

童会から土曜日のおやつ代として 1 日いくらというふうに頂いているもの

を合計した額が父母会費等収入となっております。 

 

会 長    また別のおやつ代とか、そういうのとは別のものなんですね。 
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     例えば定額で月いくらか集めるとか、そういうものなんですかね。 

 

事務局   おやつ代なんですが、ただ今伊藤の方が申し上げましたとおり、土曜日 

     は拠点開催しておりまして、例えばですけれども倉治児童会と郡津児童会 

     とが半年ずつ交代で行っているんですね。それで、郡津児童会が当番の時 

     は倉治の児童も郡津へ行っておりますので、その時に倉治児童会のおやつ 

     代を郡津児童会の会計へ入れる、それがそこに書いてあるところになりま

す。 

 

会 長   はい。他どうでしょうか。もう一つ会長の私からで申し訳ないのですが、 

以前にも言わせていただいたんですけれども、私も色々な組織にいて会費

を集めたりしていて問題になるのが、残金、繰越し金というのがどんどん

大き くなっていくということなんですね。それで今回見てみますと、単

年度では１００％ほぼ使っていただいていて、今までの分を含めても８

０％は執行されているんですね。ただどれくらいが率としていいのかちょ

っと僕にはわからないんですが、以前に勤めていたところではその当時の

役員の方々のなかで、何かあった時にお金が全く無ければ困るというので

繰越し金を減らさず増やしていこうという考えあったんです。それでつい

お金を残し過ぎてしまってそれがどんどん大きくなってしまったというこ

とがあったです。 

      基本的にはその年に集めたお金は単年度で子ども達に返していくという 

     のが一番いいと思うんですけれどもただ今回みたいなコロナで急に何がお 

     こるかわからないので、お金は繰越していくということがあるんですけれ 

     ども、そのへんのこともまた常に頭においていただいて、執行率８割とい

うのは僕はいいと思います。ただ、あまり残し過ぎないで子ども達に使っ

てあげたらなぁと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

          他何かご質問はありませんでしょうか。それではお諮りしたいと思いま 

     す。令和元年度放課後児童会育成活動費の決算について、承認することに 

     ご異議はございませんか。なければ拍手をお願いします。 

 

     ＜ 拍手の音 ＞ 

     

会 長   それでは異議なしと認めます。よって、令和元年度放課後児童会育成活 

     動費決算については承認されました。 

 

会 長   次に、案件４「令和２年度放課後児童会入会状況」について。事務局よ

り説明をお願いします。 
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事務局  令和元年度の放課後児童会入会状況について説明させていただきます。 

お手元にございます、資料 3「令和２年度放課後児童会入会状況について」

及び資料 4「令和元年度放課後児童会入会状況について」と書いた書類をご

覧ください。 

大阪府等の実施状況各調査では、5 月 1日時点の統計及びデータを起点と

しておりますことから、5月 1日時点での入会状況について報告いたします。 

令和 2年 5月 1日時点での受入児童数は、定員の見直しを行い 1030人定

員に対し、900 名の受け入れをしており、入会率は 87.4％となっておりま

す。また、待機児童を出すことのないよう、資料のとおり臨時定員を設けて

おります。定員を超えている旭、私市児童会につきましては、臨時定員内で

受け入れを行っております。 

昨年度と比較しますと、昨年度の令和元年 5 月 1日時点では 878 名を受 

け入れており、それと比べると今年度では 22名増加しております。 

また、今年の２月から取り掛かっておりました、私市児童会新築工事につ

きましては、５月末に完成し、７月から運営を開始しました。新築のプレハ

ブ施設を「私市児童会」、校舎内の旧施設を「私市児童会分室」とし、地区

割にて児童を受け入れています。 

また、前回の質疑で太陽光パネルを設置するとお伝えしていましたとおり、

太陽光パネルについては、来年度以降設置する予定です。 

以上で、令和元年度児童会入会状況についての報告とさせていただきます。 

 

会 長  ありがとうございました。ただ今の説明に対して、ご意見、ご質問等がご 

    ざいましたらお願いします。 

 

委 員  監事の鈴木です。今さっきお話のあった私市児童会の分室の件ですが、通

常交野児童会の分室、郡津児童会分室があるのですが、私市児童会の方は来

年度以降こういうふうに分けたりはしないんでしょうか。 

 

会 長  はい、今の質問よろしいでしょうか。私市の方では分室にする予定はある

のかどうかということですね。 

 

事務局  はい。今ご用意している資料については５月 1日時点でのデータになりま

すので、今この表には私市分室は記載されておりませんが、７月 1 日以降の 

    表については私市分室も追記しております。 

 

委 員  はい。ありがとうございます。すみません、もう１点今の説明での確認な

んですが、来年度も同じように会計監査を行うんですけれども７月度以降と 

    いうかたちになるので４月から７月までのかぶっている部分についてはど
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のように会計処理されるのか教えて下さい。 

 

会 長  はい。４月から７月分のかぶっている部分の会計についてです。 

 

事務局  はい。私市児童会分室と私市児童会とに分けた 7 月 1 日から二つに分け

まして、その時点からの会計の処理とさせていただきます。 

 

委 員  そしたら、私市児童会という名前のところは最初の３ヶ月分は多くなって

いて、私市分室というのは最初の３ヶ月を消した金額で会計監査をするとい

うかたちになるんですね。 

 

事務局  はい。そうです。 

 

委 員  はい。わかりました。ありがとうございます。 

 

会 長  よろしいでしょうか。皆様もちょっと頭の片隅に置いていただけたらと思

います。私市の会計についてですね。他ありますでしょうか。 

 

委 員  髙亀です。臨時定員の範囲で受入れ可のところで、先程児童数が 40名に

つき指導員は二人置いているとおっしゃっていましたが、定員数から臨時定

員まで広げて受入れているところは定員が増えた分補充の先生が置かれて

いるのでしょうか。 

 

事務局  はい。補充しております。 

 

委 員  はい。ありがとうございます。 

 

会 長  他、ありますでしょうか。 

 

委 員  何回もすみません。今、髙亀さんから質問があったと思いますが、臨時定 

    員ですが令和元年度は全児童会で臨時定員が定められているんですけれど

も令和２年度の書類には臨時定員が書かれていない児童会が多々あります。 

     これはどういった趣旨で臨時定員がなくなっているんでしょうか。 

 

会 長  いかがでしょうか。4つのところが書かれていて他は書かれていないんで

すけれども。 

 

事務局  交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例において、設備の基準のうち、児童１人あたりの専用区画の面積に関する
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経過措置期間を令和2年3月31日までと定めていたため、整備等を行い、

令和 2 年 4 月 1 日に交野市放課後児童会条例施行規則に定める定員を改正

しました。 

     児童数が多い児童会につきましては、余裕教室等を一時的に借用し、待機

児童を出さないよう定員を増やしたため、臨時定員を廃止しております。 

 

会 長  よろしいですか。 

 

鈴木委員 はい。 

 

会 長  他にはどうでしょうか。よろしいですか。ないようですので、案件４の審

議を終わりたいと思います。それでは案件５「新型コロナウイルス感染症拡

大における放課後児童会の対応」について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局  それでは新型コロナウイルス感染症拡大防止における放課後児童会の対

応について説明させていただきます。お手元にございます、資料５「新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止における放課後児童会の対応について」と書い

た書類をご覧ください。時間の都合上、重要部分を選出して説明させていた

だきます。 

表の１番左上にあたります、令和２年２月から各児童会へ感染予防等につ

いて周知し、その下３月２日から小学校が臨時休業になったことに伴い、放

課後児童会では入会資格を拡充して受入れを行いました。  

また、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、通常は設けておりませ

んが、在籍児童を対象に、３月５日から３１日まで臨時休会制度を設けまし

た。 

 続いて 1ぺージ一番下の４月６日の欄に記載のあるとおり、４月に入って

からも小学校の臨時休業が続いたため、３月同様入会資格を拡充した児童の

受入れを行い、在籍児童を対象に、４月９日～５月６日まで臨時休会制度を

設けました。 

２ページ目に移りまして、４月９日の欄に記載のあるとおり、３密を避け

るため小学校の空き教室の使用を開始し、４月１４日付文書にて保護書及び

指導員に、臨時休業等の措置について周知を行いました。４月７日に国から

緊急事態宣言が発令されたことを受け、更なる感染拡大防止の観点から、４

月１７日付文書にて保護者の皆様に登会自粛のお願いをし、保護者が医療従

事者等で登会が必要な方については、申出書の提出をお願いしました。 

３ページ目に移りまして、５月７日から小学校の通常授業が再開されるま

での平日の間、放課後児童会入会児童を対象に、児童見守りスペースを設置

し、児童会が開会するまでの間、教育委員会職員、学校教職員等にて児童の

見守りを行いました。 
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５月８日には、育成活動費にて空気清浄機を急遽購入し、各児童会へ設置

して新型コロナウイルス感染症の更なる拡大防止を行いました。 

会費及び育成活動費につきましては、４月から登会日数により減免を行う

旨、周知してきましたが、５月１１日付文書にて、４月及び５月の会費及び

育成活動費の日割りを遡って行う旨を周知しました。なお、日割り計算を実

施するため５月の引き落としを中止し、計算後の調整額を、６月に引き落と

しました。 

続いて３ページ目真ん中あたり、５月１８日には、青少年育成課、指導員、

保護者のスムーズな連絡体制を構築するため、連絡メール配信システムの導

入を行いました。 

     その下、５月２１日の欄に記載のありますとおり、６月１日～１２日まで

小学校の短縮事業に伴い、児童の下校時間に合わせて児童会を開会し、３月、

４月に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、６月について

も臨時休会制度を継続して設けました。 

３ページの下から２段目、６月２２日付文書にて、４月及び５月分の会費  

及び育成活動費の日割り額について、保護者に確認書を渡したうえで引き落

としの事務処理を行いました。 

3 ぺージ一番下７月７日には、通常の配布に加えて、アルコールハンドミ

ストを各児童会に配布し、また、これまでも２回に分けてマスク８００枚と

１，５００枚の計約２，３００枚を配布してきました。４ページ目に移りま

して、７月２８日付文書では、新型コロナウイルス感染症防止に係る放課後

児童会の対応等の変更について保護者へ周知を行いました。 

また、８月以降については、文部科学省策定の新型コロナウイルス感染症  

に関する衛生管理のマニュアルを各児童会に周知し、施設の清掃、消毒に加

え、熱中症予防についても注意喚起を行いました。また、８月中旬頃から、

３密対策及び熱中症予防として各児童会にミストシャワーを設置し、また、       

今後空気清浄機については予算がついた分を市で購入する予定です。 

      以上で、「新型コロナウイルス感染症拡大防止における放課後児童会の対応」 

    についての報告とさせていただきます。 

 

会 長  ありがとうございました。本当に子ども達も担当部局の方も対応が大変だ

ったと思いますが、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

井上委員 井上です。マスクの配布とアルコールとハンドミストの配布ありがとうご

ざいます。今後も配布などはしていただけるのでしょうか。 

 

事務局  はい。今後もアルコール消毒等配布していきます。 

 

井上委員 マスクもでしょうか。 



12 

 

 

事務局  はい。マスクもです。 

 

井上委員 あの、すみません。それは子ども用のマスクでしょうか。それとも指導員

さん用のマスクでしょうか。サイズ的には女性用、子ども用ですか。 

 

事務局  今現状は大人用のマスクが配布されております。子ども用に関しても今大

阪府に依頼しているところです。 

 

井上委員 ありがとうございます。 

 

会 長  はい。他どうでしょうか。ありませんでしょうか。新しい取り組みをする

時にはお金が必要なので、今回５月８日の空気清浄機については育成 

会の予算から出していただきましたけれども、他は府や市の予算でしていた

だけるということですので、またよろしくお願いします。 

     それではないようでしたら、案件５の「新型コロナウイルス感染症拡大防 

    止における放課後児童会の対応について」の審議を終わります。 

     次に、案件６「その他」ですが、何かございますか。 

 

事務局  生涯学習推進部竹田です。少しお時間を頂きまして、こちらの方から保護 

    者の方に対しましてアンケート調査を実施したいと考えております。 

     実施要領の説明でもありましたように、現在、開会時間は基本的には午後 

    １時から６時半まで、あと土曜日であるとか休業中であるとか短縮授業の日 

    は変わるんですけれども終了は６時半までとなっております。 

     従前から開会時間の延長の要望がございまして、近隣市を調べております   

    とだんだん終了時間が延びてきております。延長料金を徴収した上で午後７ 

    時までというところが多いですので、そういうところを踏まえましても、本

市も時間の延長は議論していこうと考えております。 

     まずは、開会時間の延長だけではなく、放課後児童会を運営している中の 

    課題であるとか、そういうところも把握するために近々アンケート調査を実

施させていただきたいと考えております。対象ですけれども、基本的には児

童会に入られている方の保護者の方は当然ですけれども、出来るだけ調査の

幅も広げて入られていない方からもどう見ていただいているか等も把握し

たいと考えております。       

アンケートの実施日であるとか、取った後の集計であるとかについては委

員の皆様にも随時ご報告させていただきたいと思っております。 

本日のところは、こういう方向で考えさせていただいております、という

ご説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。  
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会 長  今の件で何かご質問とか、ご意見などありますでしょうか。 

 

鈴木委員 たびたびすみません。鈴木です。開会時間を延長していただけるというの

は有難い話です。学保協としては１０年近く前からずっとそういうお願いを

していたのですごく助かります。今早朝はシルバーさんが入ってもらってい

ると思うんですが、それと同じようなかたちになるのかそれとも指導員さん

のシフトをずらして指導員さんに見てもらうというかたちになるのでしょ

うか。まだ正式には決まっていないことはわかっているのですが、方向性と

してどういったかたちを考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

事務局  はい。後ろにつきましては、やはりお迎えに来られた保護者の方と指導員 

    とのコミュニケーションもあるかと思いますので、今考えておりますのは、   

    指導員がちょっと後ろの時間まで居てもらうということを考えております。 

     ６時１５分から６時３０分までに時間を延長したのは平成２７年になり

ましてそこから大分経過しております。近隣市も時間を延ばされているとい

うことや、また働き方もだいぶ変わってきているところもありますので検討 

    すべき大きな課題であると考えております。 

 

会 長  よろしいでしょうか。 

 

鈴木委員 はい。ありがとうございます。 

 

会 長  他、ありますでしょうか。 

 

髙亀委員 髙亀です。まだ未定ということなんですけれども、今年度中にアンケート

をとって今年度中に結論が出て、来年度中に変更となるのですか。 

 

事務局  時期的なところもまだはっきりと決めておりませんが、来年度の頭からは

難しいと思うんです。やはり色々な意見をお伺いして、役所ですので条例を 

    変えたり、料金徴収となりますとまた条例規則を改定したりという手続きが 

    ありますので、出来れば来年度、４年度まではいかなくて来年度の途中あた

りで延長出来たらと考えております。 

 

髙亀委員 ありがとうございました。 

 

会 長  他よろしいでしょうか。 

 

吉本委員 第一中学校の吉本です。令和４年度から交野小学校と長宝寺小学校が一緒  

    になるということで、人数は変わるかもしれませんが今年度でいいますと、 
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    １６０名弱くらいの子供達が長宝寺小学校へ入ってくることになりますの

で、単純に受入れとしてどのような対応をされるのでしょうか。 

 

事務局  長宝寺小学校の校舎には当面放課後児童会までは入れない状況ですので、

担当の方で増設を考えている状況です。実際４年度に２００人を超える数が 

    長宝寺に移って、７年度から現交野小学校の敷地でということになります。 

     今、放課後児童会の入会人数の推計も取っているんですけれども、その推

計は今保育所に入っておられる人数がそのまま放課後児童会に１、２年生の

間は来られるというように推計していますと、やはり児童数は減っても児童

会の児童数は右肩上がりの見込みなんです。最終的には２００を超えた人数

になると思います。当然そのあたりを想定しての放課後児童会の施設という

のは担当の方で考えております。１区画が４０人と設定しますと５クラス、

６クラス分くらいは必要かなというところです。ただ放課後児童会の専用施

設５教室６教室というのは厳しいと思いますので、放課後には児童会に入っ

ていただけるかたちで検討は進めておりますので、場所がないといったご心

配はいらないと思います。以上です。 

 

会 長  はい、よろしいでしょうか。他ありませんでしょうか。ないようですので、

以上で令和２年度第１回放課後児童会運営委員会を終了します。 

     委員の皆さんにおかれましては、円滑な議事進行にご協力いただきありが

とうございました。それでは事務局お願いします。 

 

事務局  会長、ありがとうございました。委員の皆様におかれましても、公私ご多

忙のところ、ご出席いただきまして、ありがとうございました。 

 

 

       


